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船舶事故調査報告書 

 

                              令和８年１月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和６年７月３日 １１時３０分頃 

発生場所 宮城県松島町松島港松島観光桟橋北方岸壁 

 宮城県松島町萱
かや

野
の

崎三等三角点から真方位３５５°１.１海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°２２.１′ 東経１４１°０３.５′） 

事故の概要 旅客船はやぶさは、出航中、船首中央部が岸壁に衝突した。 

はやぶさは、旅客５人が負傷し、船首部防舷材に擦過傷を生じ、ま

た、岸壁は、側面に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和６年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等  

 

旅客船 はやぶさ、１９トン 

 ２４３－３７１９６宮城、丸文松島汽船株式会社（Ａ社） 

 １６.３５ｍ（Lr）×４.４９ｍ×２.１２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３８９.００kＷ、平成１８年３月 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 乗組員等に関する情報 船長 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成９年２月１８日 

  免許証交付日 令和６年１月２２日 

         （令和１１年１月２１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ５人（旅客） 

写真１ 本船 
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 損傷 本船 船首部防舷材に擦過傷 

岸壁 側面に擦過傷 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 

 

本船は、松島港松島観光桟橋（以下「本件桟橋」という。）の係船

柱に船首側及び船尾側からそれぞれ１本の係船索をとり、船尾甲板に

設置されていた旅客等の乗降用のタラップ（以下「本件タラップ」と

いう。）を本件桟橋に渡して、船首を北北西方に向け、左舷着けで着

桟していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、船長及び船内で商品の販売を行うＡ社従業員１人（以下

「従業員Ａ」という。）が乗り組み、旅客３３人が本件タラップを

伝って船尾甲板を経て客室に入り、宮城県仙台塩釜港塩釜区に向けて

出航する準備を行っていた。 

本船は、１１時３０分頃、旅客全員が客室に入った後、陸上作業員

によって本件タラップが取り外された。 

船長は、右舷船首側にある操縦席において主機を始動し、左舷船尾

を本件桟橋から離す目的でスロットルレバーを微速としてクラッチレ

バーを前進に操作した後、操縦席を離れて船首左舷側へ行き、陸上作

業員に船首側の係留索を放すように指示し、同係留索が放された。

（写真２ 参照） 

岸壁 

渡り桟橋 

本件桟橋 

本船 

本件タラップ 

係船柱 

係船柱 

船首側の係留索 

船尾側の係留索 

図１ 本船着桟状態 

船尾甲板 
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本船は、船長が本件桟橋上の陸上作業員に船尾側の係留索を放す指

示を出しに船内マイクのある操縦席に戻ろうとしたところ、船尾甲板

上にいた従業員Ａによって同係留索が放され、前進を開始した。 

船長は、慌ててスロットルレバーを後進に操作しようと操縦席に戻

ろうとしたが間に合わず、本船の船首中央部が船首から約２ｍ離れた

対面の岸壁に衝突した。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅客３３人のうち数人は、まだ座席に着席しておらず、本船の船首

部が岸壁側面に衝突した衝撃で転倒した。 

船長は、クラッチレバーを中立位置に操作した後、負傷者の状況、

浸水及び油の流出がないこと並びに船体及び本件桟橋の損傷状況を確

認し、旅客５人が負傷したことを知った。 

船長は、本事故の発生をＡ社に報告するとともに、Ａ社を通じて消

防に救急車を要請し、海上保安庁に通報した。 

負傷した旅客５人は、救急車で宮城県塩釜市内の病院に搬送され、

１人が後頭部及び頚
けい

部打撲、１人が頚部打撲、１人が左肘及び左膝打

撲等、１人が左前腕打撲、１人が左手関節打撲とそれぞれ診断され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

写真３ 本船係留位置（写真は本船同型船）と対面の岸壁 

衝突場所 

約２ｍ 

写真２ 操縦席 

操縦席 

スロットルレバーと

クラッチレバー 

船首側の係留索を放す指

示を陸上作業員にする目

的で左舷側に移動 

本件桟橋 
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 その他の事項 本船は、本件桟橋から離桟する直前、係留索が放された後、船長

が、左舷船尾を本件桟橋から離す目的で主機を始動し、スロットルレ

バーを微速としてクラッチレバーを前進に操作した状態とし、船首側

及び船尾側の係留索には、前進方向に張力が掛かる状態となってい

た。 

本船は、本件桟橋を離桟する際、微速前進で左舵を取って左回頭

し、左舷船尾を本件桟橋から離した後、後進を行うことで離桟を行っ

ていた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長は、ふだん、本件桟橋から離桟する際、操縦席を離れて本件桟

橋側の窓に近づいて本件桟橋上の陸上作業員に対して船首側の係留索

を放すよう指示を出し、船首側の係留索が放されたことを確認した

後、操縦席に戻って船内マイクを使って陸上作業員に船尾側の係留索

を放すよう指示を出していた。 

Ａ社の従業員は、ふだん、本船に乗船しておらず、本船の離着桟作

業は、船長及び陸上作業員で行っていた。 

従業員Ａは、本船の旅客が団体旅行客であったので、接客の業務で

乗船しており、本事故発生時、船尾甲板上にいたが、係留索を放すな

ど本船の運航に関わる業務を行う必要はなかった。 

陸上作業員は、従業員Ａに対し、旅客対応の目的で船尾甲板上から

客室に移動して良いと言う意味で「もう、いいですよ。」と伝えた

が、従業員Ａは、船尾側の係留索を放すよう指示されたと誤解し、同

係留索を放した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

なし 

なし 

①微速前進で左舵を取る

と、左舷船尾が本件桟橋

から離れる。 

②左舷船尾が本件桟

橋から離れたら後進

で離桟する。 

岸壁 

本件桟橋 

渡り桟橋 
本船 

図２ 本船離桟方法 
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 判明した事項の解析 本船は、出航に当たり、係留した状態で主機を微速前進にし、船首

側及び船尾側の係留索に張力が掛かる状況下、船首側の係留索が放さ

れた後、船尾甲板上にいた従業員Ａが船尾側の係留索を放したことか

ら、前進して船首中央部が約２ｍ先の岸壁に衝突したものと考えられ

る。 

従業員Ａは、ふだんから甲板作業に従事することはなかったが、陸

上作業員から「もう、いいですよ。」と言われたことを、船尾側の係

留索を放すように指示されたと誤解したことから、同係留索を放した

ものと考えられる。 

船長は、本事故当時、陸上作業員及び従業員Ａに対して、船内マイ

クで船尾側の係留索を放すよう指示はしていなかったものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、出航に当たり、微速前進の状態で船首側の係留

索を放した後、船尾甲板上にいた従業員Ａが船長から指示がないまま

船尾側の係留索を放したため、前進し、船首方の岸壁に衝突したもの

と考えられる。 

従業員Ａが船尾側の係留索を放したのは、陸上作業員から従業員Ａ

に「もう、いいですよ。」と言われたことを、同係留索を放す指示で

あると誤解したことによるものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船舶の離着桟作業は、決められた手順（役割分担等）どおり行う

こととし、乗組員や陸上作業員は船長の指揮に従って行動するこ

と。 

・船長は、旅客が座席に着席していることを確認した後、係留索を

放す作業を指示すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

宮城県 

松島町 

事故発生場所 

（令和６年７月３日 

１１時３０分頃発生） 

松島観光桟橋 

萱野崎三等三角点 

松島港 


